
　　　　　　　　　　　　　　　　指名停止等の運用状況一覧表 

（期間 ： 令和７年４月～）

番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年4月11日から令和7年7月18日まで（10週間＋1ヶ月） 不正又は不誠実な行為

大阪航空局管内

　当該業者は、東北・関東・北陸・中部・近
畿・中国地方整備局、東京航空局発注の
工事において、過失による粗雑工事を
行っていたことや、東北・関東・北陸・中
部・近畿・中国地方整備局発注の工事に
おいて、系列プラントが契約図書の指定と
異なるアスファルト合材の出荷及び事実
と異なる出荷伝票を明示していたことにつ
いて、管理指標実績等に基づく報告を受
けていたにもかかわらず品質管理義務を
果たさなかった。
　以上のことは極めて不誠実な行為であ
り、航空局が定める「航空局所掌の工事
請負契約に係る指名停止等の措置要領」
別表第2第15号（不正又は不誠実な行為）
に該当し、当局の契約相手方として不適
当であると認められるため。

令和7年4月11日から令和7年7月10日まで（3ヶ月） 不正又は不誠実な行為

大阪航空局管内

　当該業者は、北陸・中部・近畿・中国・九
州地方整備局発注の工事において、過失
による粗雑工事を行っていたことや、他社
が受注した関東・北陸・中部・近畿・中国・
九州地方整備局発注の工事において、契
約図書や当該受注者の指定と異なるアス
ファルト合材の出荷や事実と異なる出荷
伝票が、社内において容認されていたこ
となどが発覚した。
　以上のことは極めて不誠実な行為であ
り、航空局が定める「航空局所掌の工事
請負契約に係る指名停止等の措置要領」
別表第2第15号（不正又は不誠実な行為）
に該当し、当局の契約相手方として不適
当であると認められるため。

1 株式会社NIPPO 東京都中央区京橋１－１９－１１

2 鹿島道路株式会社 東京都文京区後楽１－７－２７



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年4月18日から令和7年7月17日まで（3ヶ月） 不正又は不誠実な行為

大阪航空局管内

　首都圏ビルサービス協同組合は、当局
発注の「令和７年度　那覇空港警備業務
請負」において、令和7年3月24日開札の
結果、落札予定者とされていたが、予定し
ていた警備員の確保ができないとして、
令和7年3月28日に契約辞退届を提出し
た。
　以上のことは極めて不誠実な行為であ
り、航空局が定める「航空局所掌の工事
請負契約に係る指名停止等の措置要領」
別表第2第15号（不正又は不誠実な行為）
に該当し、当局の契約相手方として不適
当であると認められるため。

令和7年4月25日から令和7年6月5日まで（6週間） 建設業法違反行為

大阪航空局管内

　日新興業株式会社は建設業法施行令
第1条の2に規定する額を超える下請契約
を、建設業許可を有しない者との間で締
結していた。このことが建設業法第28条
第1項第6号に該当するとして、建設業許
可部局である近畿地方整備局長より、監
督処分（営業停止10日間）を受けた。
　以上のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第13号（建設業法違反行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

3
首都圏ビルサービス協
同組合

東京都港区赤坂１丁目１番１６号

4 日新興業株式会社
大阪府大阪市淀川区三国本町１－１２－
３０



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年4月30日から令和7年6月29日まで（2ヶ月） 公契約関係競売等妨害又は談合

大阪航空局管内

　佐賀県多久市が発注した照明設備改修
工事をめぐり、株式会社佐電工の営業本
部副本部長が、公契約関係競売入札妨
害の容疑で令和7年2月1 8日、佐賀県警
察に逮捕された。また、3月11日に佐賀簡
易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、
その刑が確定した。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第8号イ（公契約関係競売等
妨害又は談合）に該当し、当局の契約相
手方として不適当であると認められるた
め。

令和7年6月13日から令和7年9月12日まで（3ヶ月） 公契約関係競売等妨害又は談合

大阪航空局管内

　株式会社山龍の代表取締役（当時）が、
長崎県佐々町が令和６年７月に発注した
町営団地の給水管改修工事の指名競争
入札をめぐり、株式会社堀内組の使用人
（当時）１名とともに令和７年３月８日に公
契約関係競売入札妨害の容疑で長崎県
警察に逮捕され、令和７年３月２８日に同
罪で長崎地方検察庁から起訴された。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第10号（公契約関係競売等
妨害又は談合）に該当し、当局の契約相
手方として不適当であると認められるた
め。

5 株式会社佐電工 佐賀県佐賀市天神１－４－３

6 株式会社山龍
長崎県佐世保市小佐々町田原６９番地３
４



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年6月13日から令和7年9月12日まで（3ヶ月） 公契約関係競売等妨害又は談合

大阪航空局管内

　株式会社春本工業の代表取締役（当
時）が、長崎県佐々町が令和６年６月に
発注した町立図書館の照明のLED化工事
の指名競争入札をめぐり、株式会社堀内
組の使用人（当時）１名とともに令和７年３
月２９日に公契約関係競売入札妨害の容
疑で長崎県警察に逮捕され、令和７年４
月１８日に同罪で長崎地方検察庁から起
訴された。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第10号（公契約関係競売等
妨害又は談合）に該当し、当局の契約相
手方として不適当であると認められるた
め。

令和7年6月13日から令和7年9月12日まで（3ヶ月） 公契約関係競売等妨害又は談合

大阪航空局管内

　株式会社堀内組の社員（当時）が、長崎
県佐々町が発注した複数の公共工事を
めぐり、令和７年３月８日に株式会社山龍
代表取締役とともに、また、３月２９日に株
式会社春本工業代表取締役とともに公契
約関係競売入札妨害の容疑で長崎県警
察に逮捕され、令和７年３月２８日及び４
月１８日に同罪で長崎地方検察庁から起
訴された。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第8号イ（公契約関係競売等
妨害又は談合）に該当し、当局の契約相
手方として不適当であると認められるた
め。

7 株式会社春本工業 長崎県佐世保市白仁田町４１番地２

8 株式会社堀内組 長崎県佐世保市光町１０９番地



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年6月20日から令和7年8月19日まで（2ヶ月） 独占禁止法違反

大阪航空局管内

　日精株式会社は、公正取引委員会によ
り、令和７年３月２４日、建設事業者が発
注する特定地下式ＰＳ工事において、独
占禁止法第３条（不当な取引制限の禁
止）の規定に違反する行為を行っていた
違反事業者、排除措置命令及び課徴金
納付命令の対象事業者として公表され
た。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第5号（独占禁止法違反）に
該当し、当局の契約相手方として不適当
であると認められるため。

令和7年6月20日から令和7年8月19日まで（2ヶ月） 独占禁止法違反

大阪航空局管内

　住友重機械搬送システム株式会社、は
公正取引委員会により、令和７年３月２４
日、建設事業者が発注する特定地下式Ｐ
Ｓ工事において、独占禁止法第３条（不当
な取引制限の禁止）の規定に違反する行
為を行っていた違反事業者、排除措置命
令及び課徴金納付命令の対象事業者と
して公表された。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第5号（独占禁止法違反）に
該当し、当局の契約相手方として不適当
であると認められるため。

9 日精株式会社 東京都港区西新橋１丁目１８番１７号

10
住友重機械搬送システ
ム株式会社

東京都品川区西品川１丁目１番１号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年6月20日から令和7年8月19日まで（2ヶ月） 独占禁止法違反

大阪航空局管内

　ＩＨＩ運搬機械株式会社は、公正取引委
員会により、令和７年３月２４日、建設事
業者が発注する特定地下式ＰＳ工事及び
特定エレベーター方式ＰＳ設置工事にお
いて、独占禁止法第３条（不当な取引制
限の禁止）の規定に違反する行為を行っ
ていた違反事業者、排除措置命令及び課
徴金納付命令の対象事業者として公表さ
れた。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第5号（独占禁止法違反）に
該当し、当局の契約相手方として不適当
であると認められるため。

令和7年6月20日から令和7年8月19日まで（2ヶ月） 独占禁止法違反

大阪航空局管内

　新明和工業株式会社は、公正取引委員
会により、令和７年３月２４日、建設事業
者が発注する特定エレベーター方式ＰＳ
設置工事において、独占禁止法第３条
（不当な取引制限の禁止）の規定に違反
する行為を行っていた違反事業者、排除
措置命令及び課徴金納付命令の対象事
業者として公表された。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第5号（独占禁止法違反）に
該当し、当局の契約相手方として不適当
であると認められるため。

11 ＩＨＩ運搬機械株式会社 東京都中央区明石町８番１号

12 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市新明和町１番１号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年6月20日から令和7年10月19日まで（4ヶ月） 独占禁止法違反

大阪航空局管内

　フジパスク株式会社は、公正取引委員
会により、令和７年３月２４日、建設事業
者が発注する特定地下式ＰＳ工事におい
て、独占禁止法第３条（不当な取引制限
の禁止）の規定に違反する行為を行って
いた違反事業者、排除措置命令及び課
徴金納付命令の対象事業者として公表さ
れた。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第5号（独占禁止法違反）に
該当し、当局の契約相手方として不適当
であると認められるため。

13 フジパスク株式会社 東京都世田谷区上馬４丁目２番５号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月4日から令和7年11月13日まで（3ヶ月6週間） 建設業法違反

　関電ファシリティーズ株式会社は令和6年12
月19日付けで建設業許可部局（大阪府）より
以下の監督処分を受けた。
　①当該事業者は大阪市内の複数の民間発
注の工事において、建設業法第26条第1項の
規定に違反し技術検定の受検に際し虚偽の
実務経験の証明を行うことによって不正に資
格（1級電気工事施工管理技士）を取得し、資
格要件を満たさない者を主任技術者として工
事現場に配置したことが、建設業法第28条第
1項第2号に該当するとして大阪府より11日間
の営業停止処分を受けた。
　②当該事業者は平成30年8月23日、令和元
年7月10日、令和2年8月20日、令和3年8月12
日及び令和4年8月10日に行った、平成30年3
月31日、平成31年3月31日、令和2年3月31
日、令和3年3月31日及び令和4年3月31日を
審査基準日とする経営規模等評価の申請に
おいて、建設業法第27条の26第2項から第4
項までの規定に違反して、当該申請書及び添
付書類に技術検定の受検に際し虚偽の実務
経験の証明を行うことによって不正に資格（A
氏にあっては1級電気工事施工管理技士及び
1級管工事施工管理技士、B氏にあっては1級
管工事施工管理技士）を取得したため、当該
資格が証する技術的能力を有さない両氏に
ついて当該資格が証する技術的能力を有す
る者であるとの記載をしたことが建設業法第
28条第1項柱書に該当するとして大阪府より
指示処分を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為であ
り、航空局が定める「航空局所掌の工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2
第13号（建設業法違反）に該当し、当局の契
約相手方として不適当であると認められるた
め。

14 大阪府大阪市中央区城見１丁目３番７号
関電ファシリティーズ株

式会社
大阪航空局管内



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月4日から令和7年9月3日まで（2ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　株式会社ＫＡＮＳＯテクノスは建設業許
可部局（近畿地方整備局）より以下の監
督処分を受けた。
　当該事業者は施工管理技術検定試験
に係る実務経験において不正を行い、実
務経験を充足しない者（以下「不適格
者」）が資格を取得していたことが判明し
たため、令和６年７月３日に国土交通大
臣より技術検定の合格取消が行われた。
当該取消を受け、建設業法第３１条に基
づく報告を徴収した結果、不適格者を営
業所の専任技術者として配置していたほ
か、不適格者を工事現場に主任技術者等
として配置していたことが建設業法第２８
条第１項本文及び同項第２号に該当する
として、近畿地方整備局より指示処分及
び２２日間の営業停止処分を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第13号（建設業法違反）に該
当し、当局の契約相手方として不適当で
あると認められるため。

15
株式会社ＫＡＮＳＯテクノ
ス

大阪府大阪市中央区安土町１丁目３番５
号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月4日から令和7年10月3日まで（3ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　株式会社かんでんエンジニアリングは
建設業許可部局（近畿地方整備局）より
以下の監督処分を受けた。
　当該事業者は施工管理技術検定試験
に係る実務経験において不正を行い、実
務経験を充足しない者（以下「不適格
者」）が資格を取得していたことが判明し
たため、令和６年７月３日に国土交通大
臣より技術検定の合格取消が行われた。
当該取消を受け、建設業法第３１条に基
づく報告を徴収した結果、不適格者を営
業所の専任技術者として配置していたほ
か、不適格者を工事現場に主任技術者等
として配置していたことが建設業法第２８
条第１項本文及び同項第２号に該当する
として、近畿地方整備局より指示処分及
び２２日間の営業停止処分を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第13号（建設業法違反）に該
当し、当局の契約相手方として不適当で
あると認められるため。

株式会社かんでんエン
ジニアリング

大阪府大阪市北区中之島六丁目２番２７
号

16



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月4日から令和7年10月3日まで（3ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　関電プラント株式会社は建設業許可部
局（近畿地方整備局）より以下の監督処
分を受けた。
　当該事業者は施工管理技術検定試験
に係る実務経験において不正を行い、実
務経験を充足しない者（以下「不適格
者」）が資格を取得していたことが判明し
たため、令和６年７月３日に国土交通大
臣より技術検定の合格取消が行われた。
当該取消を受け、建設業法第３１条に基
づく報告を徴収した結果、不適格者を営
業所の専任技術者として配置していたほ
か、不適格者を工事現場に主任技術者等
として配置していたことが建設業法第２８
条第１項本文及び同項第２号に該当する
として、近畿地方整備局より指示処分及
び２２日間の営業停止処分を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第13号（建設業法違反）に該
当し、当局の契約相手方として不適当で
あると認められるため。

17 関電プラント株式会社
大阪府大阪市北区本庄東２丁目９番１８
号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月18日から令和7年8月17日まで（1ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　令和7年1月31日、当該事業者は建設業
許可部局（関東地方整備局）より以下の
処分を受けた。
　建設業法第7条第2号及び建設業法第
15条第2号の規定に違反して、資格要件
を満たさない者を営業所の専任技術者と
して配置していたことが、同法第28条第1
項本文に該当すると認められるとして、指
示処分を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第13号（建設業法違反）に該
当し、当局の契約相手方として不適当で
あると認められるため。

令和7年7月18日から令和7年9月17日まで（2ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　令和7年1月31日、当該事業者は建設業
許可部局（関東地方整備局）より以下の
処分を受けた。
　建設業法第26条第1項の規定に違反し
て、資格要件を満たさない者を主任技術
者として工事現場に配置していたことが、
同法第28条第1項第2号に該当すると認
められるとして、22日間の営業停止処分
を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第13号（建設業法違反）に該
当し、当局の契約相手方として不適当で
あると認められるため。

19
パナソニック産機システ
ムズ株式会社

東京都墨田区押上１丁目１番２号

18 パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真１００６番地



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月18日から令和7年10月17日まで（3ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　令和7年1月31日、当該事業者は建設業許
可部局（関東地方整備局）より以下の処分を
受けた。
　①建設業法第26条第1項の規定に違反し
て、資格要件を満たさない者を主任技術者と
して工事現場に配置していたことが、同法第
28条第1項第2号に該当すると認められるとし
て、22日間の営業停止処分を受けた。
　②建設業法第7条第2号及び建設業法第15
条第2号の規定に違反して、資格要件を満た
さない者を営業所の専任技術者として配置し
ていたことが、同法第28条第1項本文に該当
すると認められるとして、指示処分を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為であ
り、航空局が定める「航空局所掌の工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2
第13号（建設業法違反）に該当し、当局の契
約相手方として不適当であると認められるた
め。

令和7年7月18日から令和7年10月17日まで（3ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　令和7年1月31日、当該事業者は建設業許
可部局（近畿地方整備局）より以下の処分を
受けた。
　①建設業法第26条第1項の規定に違反し
て、資格要件を満たさない者を主任技術者と
して工事現場に配置していたことが、同法第
28条第1項第2号に該当すると認められるとし
て、22日間の営業停止処分を受けた。
　②建設業法第7条第2号及び建設業法第15
条第2号の規定に違反して、資格要件を満た
さない者を営業所の専任技術者として配置し
ていたことが、同法第28条第1項本文に該当
すると認められるとして、指示処分を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為であ
り、航空局が定める「航空局所掌の工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2
第13号（建設業法違反）に該当し、当局の契
約相手方として不適当であると認められるた
め。

21
パナソニック環境エンジ
ニアリング株式会社

大阪府吹田市垂水町３丁目２８番３３号

20
パナソニックマーケティ
ングジャパン株式会社

大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１
号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月18日から令和7年10月17日まで（3ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　令和7年1月31日、当該事業者は建設業許
可部局（近畿地方整備局）より以下の処分を
受けた。
　①建設業法第26条第1項の規定に違反し
て、資格要件を満たさない者を主任技術者と
して工事現場に配置していたことが、同法第
28条第1項第2号に該当すると認められるとし
て、22日間の営業停止処分を受けた。
　②建設業法第7条第2号及び建設業法第15
条第2号の規定に違反して、資格要件を満た
さない者を営業所の専任技術者として配置し
ていたことが、同法第28条第1項本文に該当
すると認められるとして、指示処分を受けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為であ
り、航空局が定める「航空局所掌の工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2
第13号（建設業法違反）に該当し、当局の契
約相手方として不適当であると認められるた
め。

22
パナソニックＥＷエンジ
ニアリング株式会社

大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１
号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月25日から令和7年12月24日まで（5ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　株式会社東技コーポレーションは令和７年４月１日付けで
建設業許可部局（大阪府）より以下の事由を原因として、建
設業法第２８条第３項の規定に基づく営業停止処分（２５日
間）を受けた。
　①当該事業者は大阪市発注の工事（以下「本件工事」と
いう。）において、建設業法第26条第3項の規定に違反し
て、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されてい
たＡ氏を建築工事業の資格なく他の資格で専任の主任技
術者として配置する（加えて同氏は他社の現場代理人と
なっている。）など適格な主任技術者を配置せず、同法第
22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を
一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。
　②当該事業者は経営規模等評価の申請において、①の
とおり、本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反
して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、
当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該
工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきでないとこ
ろ、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違
反して、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該
工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとす
る記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市
に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格
審査に用いた。
　また、令和７年４月１日付けで建設業許可部局（大阪府）
より、以下の事由を原因として、建設業法第２８条第１項柱
書及び第２１号に基づく指示処分を受けた。
　①当該事業者は大阪市発注の工事において、建設業法
第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の
主任技術者として配置されていたＡ氏を専任の主任技術者
として配置した。
　②当該事業者は経営規模等評価の申請において、建設
業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、Ａ
氏が他社に雇用されて他の工事現場の現場代理人となっ
ていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をし
た。
　以上のことは極めて重大な不正行為であり、航空局が定
める「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措
置要領」別表第2第13号（建設業法違反）に該当し、当局の
契約相手方として不適当であると認められるため。

23
株式会社東技コーポ
レーション

大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１９番２
３号ステュディオ新御堂８１３号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月25日から令和7年12月24日まで（5ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　株式会社北陽は令和７年３月３１日付けで大阪府より、以
下の事由を原因として、建設業法第２８条第３項及び第５項
の規定に基づく営業停止処分（２５日間）を受けた。
　①当該事業者は大阪市発注の工事において、建設業法
第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の
主任技術者として配置すべきＡ氏を主任技術者の配置に
専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者
として配置する（加えて、他社の現場代理人でもあった）な
ど適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項
の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株
式会社タケムラに請け負わせた。
　②当該事業者は、経営規模等評価の申請において、建
設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反し
て、Ａ氏が他社の工事の現場代理人となっていたにもかか
わらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。これにより
得た経営事項審査結果を大阪市等に提出し、大阪市等が
その結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。
　また、令和７年３月３１日付けで大阪府より、以下の事由
を原因として、建設業法第２８条第１項及び第４項の規定に
基づく指示処分を受けた。
　①当該事業者は大阪市発注の３件の工事（以下「本件工
事」という。）において、建設業法第26条第3項の規定に違
反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべ
きＡ氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工
事現場に非専任の主任技術者として配置した。
　②当該事業者は経営規模等評価の申請において、建設
業第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工
事経歴書」に本件工事うち、2件の工事の工事現場に配置
した主任技術者をＡ氏と記載すべきところ、Ｂ氏と記載を
し、また、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、
建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会
社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に
行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工
事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施
工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事
高に含まれるとする記載をした。
　以上のことは極めて重大な不正行為であり、航空局が定
める「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措
置要領」別表第2第13号（建設業法違反）に該当し、当局の
契約相手方として不適当であると認められるため。

24 株式会社北陽 大阪府大阪市東淀川区菅原７－１－２１



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月25日から令和7年9月24日まで（2ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　株式会社ケイテックは令和７年３月３１
日付けで大阪府より、以下の事由を原因
として建設業法第２８条第３項及び第５項
の規定に基づく営業停止処分（２２日間）
を受けた。
　①当該事業者は大阪市発注の工事に
おいて、建設業法第２２条第２項の規定に
違反して、株式会社Ａ・Ｓ・Ｐから同社の請
け負った建設工事を一括して請け負っ
た。
　②当該事業者は大阪市発注の工事に
おいて、建設業法第２２条第２項の規定に
違反して、株式会社東技コーポレーション
から同社の請け負った建設工事を一括し
て請け負った。
　③当該事業者は大阪市発注の工事に
おいて、建設業法第２２条第２項の規定に
違反して、株式会社トーワ技研工業から
同社の請け負った建設工事を一括して請
け負った。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第13号（建設業法違反）に該
当し、当局の契約相手方として不適当で
あると認められるため。

株式会社ケイテック
大阪府大阪市中央区瓦町２－５－８瓦町
スクエアビル８Ｆ

25



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月25日から令和7年10月24日まで（3ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　株式会社トーワ技研工業は大阪市発注の工事
において、建設業法第２６条第３項の規定に違反
して、他の工事現場に専任の主任技術者として配
置されていたＡ氏を専任の主任技術者として配置
した。このことが、建設業法第２８条第１項第２号に
該当するとして、令和７年３月３１日付けで建設業
許可部局（大阪府）より指示処分を受けた。
また、以下の事由を原因として、同日付けで建設
業許可部局（大阪府）より建設業法第２８条第３項
の規定に基づく営業停止処分（２２日間）を受け
た。
　①当該事業者は大阪市発注のＡ工事において、
建設業法第２２条第２項の規定に違反して、株式
会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を
一括して請け負った。
　②
（ⅰ）当該事業者は大阪市発注のＢ工事におい
て、建設業法第２２条第２項の規定に違反して、株
式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事
を一括して請け負った。
（ⅱ）当該事業者はＢ工事において、建設業法第２
６条第３項の規定に違反して、他の工事現場に専
任の主任技術者として配置されていたＣ氏を専任
の主任技術者として配置するなど適格な主任技術
者を配置しなかった（また、Ｃ氏は工期の後半には
他の工事現場の現場代理人でもあった）。また、建
設業法第２２条第１項の規定に違反して、その請
け負った建設工事を一括して株式会社ケイテック
に請け負わせた。
　以上のことは極めて重大な不正行為であり、航
空局が定める「航空局所掌の工事請負契約に係
る指名停止等の措置要領」別表第2第13号（建設
業法違反）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

26
株式会社トーワ技研工
業

大阪府大阪市淀川区宮原１－１８－２０



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年7月25日から令和7年9月24日まで（2ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　旭技建株式会社は令和７年３月３１日付けで大
阪府より、以下の事由を原因として建設業法第２８
条第５項に基づく営業停止処分（２２日間）を受け
た。
　①当該事業者は大阪市発注の工事（以下「本件
工事」という。）において、その請け負った建設工
事を、株式会社渡辺塗装に直接請け負わせてい
たにもかかわらず、株式会社ケイテックに直接請
け負わせたとする虚偽の施工体制台帳及び施工
体系図を作成した。
　②当該事業者は本件工事において、①のとお
り、正しい施工体制台帳等を作成しないなど、建設
業法第２２条第１項の規定に違反して、その請け
負った建設工事を一括して株式会社渡辺塗装に
請け負わせた。
　以上のことは極めて重大な不正行為であり、航
空局が定める「航空局所掌の工事請負契約に係
る指名停止等の措置要領」別表第2第13号（建設
業法違反）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

令和7年8月7日から令和7年11月6日まで（3ヶ月） 建設業法違反

大阪航空局管内

　当該事業者は、建設業法に基づく経営
事項等評価申請書において、水増しした
完成工事高を計上し審査を受けた。この
ことが、建設業法第２８条第１項第２号に
該当するとして、令和７年６月１３日長崎
県知事より４５日間の営業停止処分を受
けた。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第13号（建設業法違反）に該
当し、当局の契約相手方として不適当で
あると認められるため。

28 株式会社ライムイシモト 長崎県諫早市貝津町２０７１番地７

27 旭技建株式会社
大阪府大阪市中央区谷町５丁目６番１２
号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年8月8日から令和7年11月7日まで（3ヶ月） 公契約関係競売等妨害又は談合

大阪航空局管内

　当該事業者の専務取締役は、群馬県桐
生市が発注した新庁舎建設工事におい
て、一般競争入札の条件が自社に有利に
なるように入札公告案を修正させたとし
て、令和７年６月１９日、埼玉・群馬県警
察合同捜査本部に公契約関係競売入札
妨害の容疑で逮捕され、かつその後令和
７年７月９日、さいたま地方検察庁に公契
約関係競売入札妨害の罪で起訴された。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第10号（公契約関係競売等
妨害又は談合）に該当し、当局の契約相
手方として不適当であると認められるた
め。

令和7年8月8日から令和7年12月7日まで（4ヶ月） 公契約関係競売等妨害又は談合

大阪航空局管内

　当該事業者の代表取締役及び取締役
が、大分市が令和６年５月に行った除草
業務委託の指名競争入札をめぐり、元大
分市議会議員から複数案件の予定価格
を聞いた上で入札に参加したとして、令和
７年５月２３日に公契約関係競売入札妨
害の容疑で大分県警察に逮捕され、うち
代表取締役が令和７年６月１３日に大分
地方検察庁に起訴されたものである（取
締役は不起訴）。
　以上のことは極めて重大な不正行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第10号（公契約関係競売等
妨害又は談合）に該当し、当局の契約相
手方として不適当であると認められるた
め。

29 株式会社グンエイ 群馬県太田市飯田町８１２番地

30 株式会社ヒロセ 大分県大分市大字玉沢６８９番地の３



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年9月5日から令和7年11月4日まで（2ヶ月） 不正又は不誠実な行為

京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県

　株式会社昇建は、当局発注の「淡路ＶＯ
Ｒ／ＤＭＥ局舎改修工事」に係る入札にお
いて、予算決算及び会計令第８６条第１
項の調査（低入札価格調査）への協力を
拒否した。
　以上のことは極めて不誠実な行為であ
り、航空局が定める「航空局所掌の工事
請負契約に係る指名停止等の措置要領」
別表第2第15号（不正又は不誠実な行為）
に該当し、当局の契約相手方として不適
当であると認められるため。

令和7年9月19日から令和7年10月18日まで（1ヶ月） 不正又は不誠実な行為

大阪航空局管内

　当該事業者の代表取締役が、２０２０年
９月期の確定申告で、架空の外注費を計
上するなどして所得約１億３５００万円を
隠し、法人税と地方法人税計約３３００万
円を免れたとして、令和７年７月１８日、熊
本地方検察庁に法人税法違反の罪で起
訴された。
　以上のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第15号（不正又は不誠実な
行為）に該当し、当局の契約相手方として
不適当であると認められるため。

31 株式会社昇建
大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１９番５
号

32 株式会社緑研 熊本県熊本市東区佐土原１－１６－３７



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年10月15日から令和7年11月14日まで（1ヶ月） 不正又は不誠実な行為

大阪航空局管内

　当該事業者の取締役（当時）が、架空の
資産を計上するなどして、消費税及び地
方消費税を脱税したとして令和７年７月１
８日、熊本地方検察庁に消費税法違反の
罪で起訴された。
　以上のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第15号（不正又は不誠実な
行為）に該当し、当局の契約相手方として
不適当であると認められるため。

令和7年10月24日から令和7年12月23日まで（ 2ヶ月 ） 公契約関係競売等妨害又は談合

大阪航空局管内

　当該事業者の東北支店長は、宮城県気
仙沼市が発注した業務の入札において、
気仙沼市職員が漏洩した情報を入手し、
公正な入札を妨害したとして、令和７年７
月２１日、宮城県警察に公契約関係競売
入札妨害の容疑で逮捕され、令和７年８
月８日、仙台地方検察庁に公契約関係競
売入札妨害の罪で起訴された。
その後、当該事業者の東北支店長は、同
市が発注した別の業務においても、同市
職員が漏洩した情報を入手し、公正な入
札を妨害したとして、令和７年８月２０日、
仙台地方検察庁に公契約関係競売入札
妨害の罪で追起訴された。
　以上のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第8号ロ（公契約関係競売
等妨害又は談合）に該当し、当局の契約
相手方として不適当であると認められる
ため。

33 株式会社八木運送 熊本県熊本市東区佐土原１－１６－３７

34
株式会社中央技術
コンサルタンツ

東京都新宿区西新宿８－５－１



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年11月7日から令和8年1月6日まで（2ヶ月） 不正又は不誠実な行為

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

　株式会社典美は、当局発注の「佐賀空
港庁舎無線機器室等空気調和設備工
事」に係る入札において、予算決算及び
会計令第８６条第１項の調査（低入札価
格調査）への協力を拒否した。
　上記のことは、極めて不誠実な行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第15号（不正又は不誠実な行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

令和7年11月11日から令和8年8月10日まで（9ヶ月） 不正又は不誠実な行為

大阪航空局管内

　株式会社ジェイアール東日本企画は、
国土交通本省及び観光庁が令和５年度
に交付した補助金２件（※）に関して、実
際の従事状況に基づくことなく算定した人
件費を、当該補助金交付のため必要な実
績報告書等に記載して国土交通本省等
に提出し、補助金を過大に請求していた。
（※）「住宅市街地総合整備事業補助金
（空き家対策総合支援事業（モデル性の
高い空き家対策に関する広報等を行う事
業））」及び「訪日外国人旅行者周遊促進
事業費補助金（観光再始動事業）」
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第15号（不正又は不誠実な
行為）に該当し、当局の契約相手方として
不適当であると認められるため。

35 株式会社典美 東京都八王子市川口町２０９８－５

36
株式会社ジェイアール
東日本企画

東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年11月14日から令和7年12月25日まで（6週間） 建設業法違反行為

大阪航空局管内

　株式会社岡島電設工業は、同社が請け
負った奈良県奈良市内の工場新築工事
において、建設業法第３条第１項第２号に
規定する特定建設業の許可を有していな
いにもかかわらず、元請業者として同号
の政令で定める金額を超える下請負契約
を締結した。このことが、建設業法第２８
条第１項第２号に該当するとして、令和７
年９月１１日、奈良県知事から建設業法
第２８条第３項に基づく営業停止処分（７
日間）を受けた。
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第13号（建設業法違反行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

令和7年11月14日から令和8年2月13日まで（3ヶ月） 贈賄

大阪航空局管内

　ＨＯＥｉ有限会社の代表取締役は、沖縄
県糸満市が発注した公園遊具の更新実
施設計委託業務を巡り、当該事業者が特
約店契約を結ぶ遊具製造会社の遊具が
採用されるよう便宜を図る見返りとして、
同市職員に家電製品を供与したとして、
令和７年９月１０日、沖縄県警察に贈賄容
疑で逮捕され、同年１０月１日、那覇地方
検察庁に贈賄罪で起訴された。
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第3号イ（贈賄）に該当し、
当局の契約相手方として不適当であると
認められるため。

37 株式会社岡島電設工業 奈良県磯城郡田原本町宮古６９５－１

38 ＨＯＥｉ有限会社 沖縄県石垣市字新川２４２９番地



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年11月21日から令和8年1月1日まで（6週間） 建設業法違反行為

大阪航空局管内

　株式会社エレパは、民間発注の工事に
おいて、建設業法第３条第１項の規定に
違反して、同項の許可を受けずに、その
請負金額が建設業法施工令第１条の２第
１項に定める金額以上となる建設工事を
請け負った。このことが建設業法第２８条
第２項第２号に該当するとして、令和７年
１０月２日、高知県知事より営業停止処分
（３日間）を受けた。
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第13号（建設業法違反行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

令和7年11月21日から令和8年1月1日まで（6週間） 建設業法違反行為

大阪航空局管内

　Ｄａｉｇａｓガスアンドパワーソリューション
株式会社は、広島県内、秋田県内及び福
島県内の複数の民間発注の工事におい
て、建設業法第２６条第１項の規定に違
反して、当該工事現場に資格要件を満た
す主任技術者を配置しなかった。このこと
が建設業法第２８条第３項に該当するとし
て、令和７年９月２２日、大阪府知事より
営業停止処分（７日間）を受けた。
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第13号（建設業法違反行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

39 株式会社エレパ 高知県高知市南御座２番１２号

40
Ｄａｉｇａｓガスアンドパ
ワーソリューション株式
会社

大阪府大阪市中央区道修町３丁目５番１
１号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年11月21日から令和7年12月4日まで（2週間）
安全管理措置の不適切により生じた工事
関係者事故

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

　九宝工業株式会社は、令和５年６月１５
日、福岡市内における民間発注工事にお
いて、土ならし作業中の法面崩壊により、
労働者が埋もれ、死亡する事故を発生さ
せた。
　このことにより、令和７年６月１８日に福
岡簡易裁判所から、同社は労働安全衛
生法違反により罰金２０万円、同社社員
は同違反及び業務上過失致死の罪によ
り罰金５０万円の略式命令を受け、それ
ぞれ刑が確定している。
　上記のことは、航空局が定める「航空局
所掌の工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領」別表第1第8号（安全管理措
置の不適切により生じた工事関係者事
故）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

九宝工業株式会社 福岡県福岡市博多区下呉服町９－２６41



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年11月21日から令和8年1月20日まで（2ヶ月） 独占禁止法違反行為

大阪航空局管内

　当該事業者らは、かねてから、月１回の
頻度で開催する２社の部長級の者の会合
において、特定特装車製品の販売価格等
に関して情報交換を行っていたところ、鋼
材等の特定特装車製品の原材料の価格
が高騰していたことから、遅くとも令和４年
２月４日までに、同年４月１日以降に販売
する特定特装車製品の販売価格を引き
上げることを合意した。加えて、令和４年
４月以降も、鋼材等の価格が引き続き高
騰していたことから、遅くとも令和５年２月
７日までに、同年４月１日以降に販売する
特定特装車のうち特に販売価格の引上
げが必要であった塵芥車に取り付けられ
る架装物及びテールゲートリフタの販売
価格を更に引き上げることを合意した。令
和７年９月２４日、公正取引委員会は、上
記の行為は、独占禁止法第２条第６項に
規定する不当な取引制限に該当し、独占
禁止法第３条の規定に違反するものであ
るとして公表した。また極東開発工業株
式会社に対して、排除措置命令及び課徴
金納付命令を行った。
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第5号（独占禁止法違反行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

42 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市新明和町１番１号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年11月21日から令和8年1月20日まで（2ヶ月） 独占禁止法違反行為

大阪航空局管内

　当該事業者らは、かねてから、月１回の
頻度で開催する２社の部長級の者の会合
において、特定特装車製品の販売価格等
に関して情報交換を行っていたところ、鋼
材等の特定特装車製品の原材料の価格
が高騰していたことから、遅くとも令和４年
２月４日までに、同年４月１日以降に販売
する特定特装車製品の販売価格を引き
上げることを合意した。加えて、令和４年
４月以降も、鋼材等の価格が引き続き高
騰していたことから、遅くとも令和５年２月
７日までに、同年４月１日以降に販売する
特定特装車のうち特に販売価格の引上
げが必要であった塵芥車に取り付けられ
る架装物及びテールゲートリフタの販売
価格を更に引き上げることを合意した。令
和７年９月２４日、公正取引委員会は、上
記の行為は、独占禁止法第２条第６項に
規定する不当な取引制限に該当し、独占
禁止法第３条の規定に違反するものであ
るとして公表した。また極東開発工業株
式会社に対して、排除措置命令及び課徴
金納付命令を行った。
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第5号（独占禁止法違反行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

43 極東開発工業株式会社
大阪府大阪市中央区淡路町２丁目５番１
１号



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年11月28日から令和8年1月27日まで（2ヶ月） 独占禁止法違反行為

44 東邦車輛株式会社
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀４１２０番
地

　当該事業者らは、かねてから、自社の
営業戦略を検討する材料の一つとするた
め特定トレーラの車種ごとの納期の目安
に関して情報交換を行っていたところ、特
定トレーラの原材料の一つである鋼材の
価格が高騰していたことから、特定トレー
ラの販売価格を引き上げる旨や引き上げ
る金額の目安等について情報交換を行
い、遅くとも令和３年１２月２２日までに、
令和４年２月１日頃以降に販売する特定
トレーラの販売価格を引き上げることを合
意した。
　また、令和４年２月以降も、引き続き鋼
材の価格が高騰していたことから、遅くと
も同年７月１２日までに、同年８月１日頃
以降に販売する特定トレーラの販売価格
を引き上げることを合意した。
　加えて、令和４年８月以降も、引き続き
鋼材の価格が高騰していたことに加え、
アルミ等の他の特定トレーラの原材料の
価格等が高騰していたことから、遅くとも
同年１２月２２日までに、令和５年２月１日
頃以降に販売する特定トレーラの販売価
格を引き上げることを合意した。
　令和７年９月２４日、公正取引委員会
は、上記の行為は独占禁止法第３条の規
定に違反するものであるとして公表した。
また日本トレクス株式会社に対して、排除
措置命令及び課徴金納付命令を行った。
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第5号（独占禁止法違反行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

大阪航空局管内



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年11月28日から令和8年1月27日まで（2ヶ月） 独占禁止法違反行為

45 日本トレクス株式会社 愛知県豊川市伊奈町南山新田３５０番地
大阪航空局管内

　当該事業者らは、かねてから、自社の
営業戦略を検討する材料の一つとするた
め特定トレーラの車種ごとの納期の目安
に関して情報交換を行っていたところ、特
定トレーラの原材料の一つである鋼材の
価格が高騰していたことから、特定トレー
ラの販売価格を引き上げる旨や引き上げ
る金額の目安等について情報交換を行
い、遅くとも令和３年１２月２２日までに、
令和４年２月１日頃以降に販売する特定
トレーラの販売価格を引き上げることを合
意した。
　また、令和４年２月以降も、引き続き鋼
材の価格が高騰していたことから、遅くと
も同年７月１２日までに、同年８月１日頃
以降に販売する特定トレーラの販売価格
を引き上げることを合意した。
　加えて、令和４年８月以降も、引き続き
鋼材の価格が高騰していたことに加え、
アルミ等の他の特定トレーラの原材料の
価格等が高騰していたことから、遅くとも
同年１２月２２日までに、令和５年２月１日
頃以降に販売する特定トレーラの販売価
格を引き上げることを合意した。
　令和７年９月２４日、公正取引委員会
は、上記の行為は独占禁止法第３条の規
定に違反するものであるとして公表した。
また日本トレクス株式会社に対して、排除
措置命令及び課徴金納付命令を行った。
　上記のことは、極めて重大な不正行為
であり、航空局が定める「航空局所掌の
工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」別表第2第5号（独占禁止法違反行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。



番号 業者名 本社所在地 指名停止期間・区域 指名停止の理由

令和7年12月12日から令和8年3月11日まで（3ヶ月） 不正又は不誠実な行為

沖縄県

　株式会社林看板は、那覇空港事務所発
注の「誘導案内灯用文字表示板54枚購
入」において、令和7年11月7日開札の結
果、落札したが、仕様書の規格を錯誤し
ていたとして、令和7年11月18日付契約辞
退の申出書を提出した。
　上記のことは、極めて不誠実な行為で
あり、航空局が定める「航空局所掌の工
事請負契約に係る指名停止等の措置要
領」別表第2第15号（不正又は不誠実な行
為）に該当し、当局の契約相手方として不
適当であると認められるため。

46 株式会社林看板 愛知県名古屋市北区丸新町４２１番地
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